
 

 

 

 

 

 

 

 

～少年の健全育成に向けて～ 
平素は、警察業務の

各般にわたり、格別の

ご理解とご協力を賜

り、本誌をお借りし、

厚くお礼申し上げま

す。 

とりわけ少年の健

全育成並びに非行防

止活動、さらには子ど

もの安全対策に多大

なるご尽力をいただ

いておりますことを重ねてお礼申し上げます。 

さて、令和６年中の甲賀警察署管内の少年の非行

状況を見てみますと、総数としましては前年より 12

人少なく 113 人の検挙補導となりました。内容を見

てみますと、傷害や窃盗等の刑法犯で検挙補導され

た少年は 41 人と前年に比べ４人の増加が見られる

ものの、大麻取締法違反等の特別法犯で検挙補導さ

れた少年は３人であり、前年に比べ２人減少しまし

た。さらに喫煙や深夜はいかい等の不良行為では 14

人減少の 69 人という状況でした。 

ただ、少年を取り巻く状況が安定しているかとい

えば、一概にそうだと言えるものではございません。

スマートフォン所有の低年齢化もあり、気軽にイン

ターネットを楽しめる反面、SNS に起因する犯罪被

害やトラブルが散見されています。SNS を通し言葉

巧みに少年に近寄り、少年の弱みにつけ込み、少年

が性被害者となるケースもあり、少年だけでなく、

スマートフォンを手渡す保護者の方々に対しても

機会をいただく度に少年の被害防止に向けてお話

しております。 

また、昨今、耳目を集めております「闇バイト」

についても SNS に起因する犯罪とも言えます。SNS

で「高額報酬」等を検索し、軽い気持ちで犯行グル

ープにアクセスし、マイナンバーカードや保護者の

連絡先や職業までもの個人情報を送信し、自身の置

かれている状況に気づいた時には、犯行グループに

脅され、抜け出せなくなり、警察に検挙されるまで

犯罪を重ねていくものです。 

このように未来ある少年を「加害者」にも「被害

者」にもさせないことが我々大人の責任ではないで

しょうか。警察としましても少年の非行防止、被害

防止に全力を注いでいるところでございますが、真

に少年を守るためには、地域にお住まいの皆様一人

一人のご理解、ご協力が何より不可欠です。 

これからも少年補導（委）員の皆様方や甲賀市少

年センターの方々と協力・連携し、街頭補導、街頭

啓発活動、非行（薬物乱用）防止教室を積極的に実

施し、少年の非行防止と健全育成に努めてまいりま

す。 

今後とも、少年の健全育成のため、署員一丸とな

って、こうした活動に取り組んでいく所存でござい

ますので、皆様方の一層のご支援、ご協力を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

                                  

 

甲賀市水口町本丸 1-20 みなくるプラザ内      

ＴＥＬ ０７４８－６２－６０１０  

ＦＡＸ ０７４８－６３－３９７７  

メール k-syonen@city.koka.lg.jp    R７.６月発行 
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令和 7 年度甲賀警察署少年補導員ならびに甲賀市少年補導委員功労者表彰式 

甲賀市少年補導(委)員会 総会・研修会 
 

令和７年４月２６日(土)にみなくるプラザ鹿深ホールにおいて、甲賀市少年補導(委)員会総会・研修会

を開催しました。 
総会では、令和７年度の事業計画と会計予算が承認されました。甲賀市の青少年の非行防止と健全

育成に向けて、さらに充実した活動を展開していきたいと思います。 

総会に先立ち、「甲賀市あんぜん・あんしんなまちづくり市民会議」会長の甲賀市長 岩永裕貴様をはじめ来賓

の方々のご臨席のもと、甲賀警察署長 橋本 登様から５年勤続功労者表彰状が授与されました。その後の研

修会では、それぞれの地区の特色ある活動を会長と地区幹事から動画や写真を提示しながら紹介していただき

ました。他地区の活動を共有することで、今後の地区のよりよい活動に生かしていきたいと考えています。 

mailto:k-syonen@city.koka.lg.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

令和 7 年度 甲賀市少年補導(委)員の紹介 
任期：令和 6 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 

甲賀警察署長および甲賀市教育委員会から委嘱を受けた少年補

導(委)員のみなさまです。            （敬称略） 

学校訪問始まる 

５月から順次甲賀市内

の小学校 21 校、中学校

７校、高等学校等６校、

児童福祉施設２園、そし

て市外の高等学校等８校

を訪問させていただきま

す。子どもたちの課題解

決や、健全な成長に向け

て、連携していきたいと

思いますのでよろしくお

願いいたします。 

R7 R6 R7 R6

4月末 4月末 4月末 4月末

面談等 34 24

電話 40 36

メール等 22 17

R7 R6 R7 R6

4月末 4月末 4月末 4月末

盗癖・窃盗 3 0 不登校 0 11

暴力行為(傷害･暴行) 0 3 学校・学業 2 1

校内暴力 0 0 就職・仕事 0 0

家庭内暴力 0 9 家庭 2 0

たかり・恐喝 0 0 しつけ・生活 73 50

薬物乱用 0 0 交友 0 0

飲酒 0 0 性 5 2

喫煙 2 0 発達障害　　 0 0

家出 0 0 心の病 0 0

無断外泊 0 0 性格 0 0

深夜はいかい 0 0 健康・身体 0 0

金銭乱費･金品持出 5 0 いじめ 1 0

道交法違反(暴走行為) 0 0 虐待 0 1

怠学 0 0 有害環境 3 0

小計 10 12 その他 0 0

小計 86 65

R7 R6 R7 R6

4月末 4月末 4月末 4月末

本人 15 14 小学生以下 5 3

家庭 52 33 中学生 35 38

学校 11 16 高校生 7 4

職場 2 0 学生その他 0 23

警察 0 2 有職少年 44 8

他機関 16 12 無職少年 5 1

その他 0 0

相談手段

相談対象

少年内訳
相談者内訳

非行相談内容
非行相談以外

内容

96 77

相談延べ件数

令和７年度　甲賀市少年センター相談受理状況

相談日：平日のみ(9時 00 分～16 時 00分)      

年末年始、土、日、祝日は休み            

（0748）62-6010 k-syonen@city.koka.lg.jp     

mailto:k-syonen@city.koka.lg.jp

